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議題５ NPO法人おたすけさんぽくの自家用有償旅客運送登録更新（案） 

 

１ 要旨 

 山北地域で運行する標記自家用運送について、登録期間が満了することから

更新を行うもの。 

 

２ 自家用有償旅客運送の種類 

交通空白地有償運送 

 

３ 運行主体の名称 

新潟県村上市勝木730 

特定非営利活動法人おたすけさんぽく 

 理事長 加藤 英人 

 

４ 登録番号  新潟県交第７号 

 

５ 運送の区域 

村上市山北地域内。ただし、発着地のうちいずれかがマックスバリュあつみ

店又は朝日道の駅（高速のりあいタクシーを利用する場合のみ）となる場合は

除く。 

 

６ 旅客から収受する対価 

路線バスが運行している地域 
路線バスが運行しない地区を出発又

は到着する場合 

600円 300円 

 

７ 運送しようとする旅客の範囲 

地域住民、その他の当該地域を来訪する者（帰省者等） 

 

８ 更新期間（予定） 

令和７年９月20日から令和10年９月19日まで（３年間） 
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